
- 1 - 

令和６年高取町議会第１回定例会提案理由説明 

 

 本定例会に上程いたします議案は、報告案件１件、議決案件１９件、合計２０件です。 

 なお、各議案につきましては、後日各委員会で関係課長から詳細を説明いたします。 

 

日程４ 「報第１号 専決処分の報告について（令和５年１２月２８日専決）（令

和５年度高取町一般会計補正予算（第８号））」 

 

・地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分について、同条第３項の規定によ

り、議会に報告するとともに、その承認を求めるものです。 

 

     歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                        ９２，３２７千円 

   （財源内訳）   

国庫支出金／国庫補助金           ９２，３１７千円 

繰越金／繰越金                   １０千円 

 

   補正後予算総額                  ４，１８７，２９２千円 

 

 《予算委員会》 

 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費において、低所得世帯に対し、

物価高騰による負担を軽減するため、住民税非課税世帯等に対して１世帯当たり７万

円、住民税均等割のみ課税世帯に対して１世帯当たり１０万円、低所得者の子育て世帯

に対して１世帯当たり５万円を給付するため、各費目合計で９２，３０７千円を増額補

正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・予防費において、こども家庭庁の令和５年度補正予算事業に対応して、１か月児に対す

る健康診査の費用を助成するため、償還金、利子及び割引料２０千円を増額補正するも

のです。 

＜福祉課＞ 
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日程５ 「議第１号 令和５年度高取町一般会計補正予算（第９号）」 

 

  ①歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                   １２４，０６４千円 

   （財源内訳）   

地方交付税／地方交付税         １０，９５７千円 

         国庫支出金／国庫負担金           ５，５８５千円 

         国庫支出金／国庫補助金             ９９０千円 

         県支出金／県負担金               ８１７千円 

         県支出金／県補助金           １０５，２４１千円 

       繰入金／繰入金            △１３，４２６千円 

         町債／町債               １３，９００千円 

 

  ②繰越明許費 

総務費／総務管理費／防犯カメラ設置事業 

    ６５５，０００円 

総務費／戸籍住民基本台帳費／社会保障・税番号制度 戸籍附表・住民記録システム改

修委託事業 

    ９９０，０００円 

総務費／統計調査費／町道未登記処理事業 

４，９００，０００円 

民生労働費／児童福祉費／就学前教育・保育施設整備交付金事業 

３６，１２６，０００円 

衛生費／保健衛生費／新型コロナウイルスワクチン接種事業 

４２６，０００円 

農林商工費／農業費／ため池防災対策計画事業 

１０５，０００，０００円 

土木費／道路橋梁費／町単道路維持補修事業 

１４，０００，０００円 

土木費／河川費／緊急自然災害防止対策事業 河川改修工事 

７，５００，０００円 

土木費／都市計画費／壺阪山駅西側支障木伐採事業 

４，０００，０００円 
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土木費／住宅費／町営住宅管理事業 

２４，３７０，０００円 

   消防費／消防費／地域防災計画策定事業 

２１，５４９，０００円 

教育費／教育総務費／旧育成幼稚園跡地に係る所有権取得裁判 

８６０，０００円 

教育費／教育総務費／就学前教育・保育施設整備交付金事業 

１８，０９５，０００円 

災害復旧費／公共土木施設災害復旧費／公共土木施設災害復旧事業 

３４，２００，０００円 

 

合計                                     ２７２，６７１，０００円 

 

  ③地方債の補正 

過疎対策事業（ソフト事業分）            ８，３００千円 

児童福祉施設整備事業                １，６００千円 

町道整備事業                    ４，３００千円 

教育施設整備事業                   △３００千円 

合計                       １３，９００千円 

  

   補正後予算総額                ４，３１１，３５６千円 

 

《予算委員会》 

 

・戸籍住民基本台帳費において、戸籍総合システムについて、令和５年度当初予算策定時

と実際の契約内容に変更が生じ、一部が不要となったため、委託料５，２９７千円を減

額補正するものです。 

＜住民課＞ 

 

・戸籍住民基本台帳費において、平仮名又は片仮名による個人氏名の表記を戸籍の記載事

項とすることを含めた戸籍法制の見直しを踏まえ、住民票等に氏名の読み仮名を記載し、

マイナンバーカードに氏名をローマ字表記できるよう、システム改修を行うに当たり、

国補助金の実施要領改正に伴って、委託料９９０千円を増額補正するものです。  

＜住民課＞ 

 

・老人福祉費において、介護予防・日常生活支援総合サービス費用の増額に伴い、介護保

険特別会計への繰出金４３９千円を増額補正するものです。 
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＜福祉課＞ 

 

・国民健康保険費において、国保財政安定化支援事業繰出金分及び保険基盤安定繰出金分

の繰出金額の確定に伴い、不足分として繰出金２，１２１千円を増額補正するものです。 

＜住民課＞ 

 

・児童福祉総務費において、子ども子育て支援事業計画作成のため、当初昨年９月に策定

予定であった国の子ども大綱の内容を踏まえたアンケート調査を予定していましたが、

同大綱の完成が１２月まで延びたことにより、年度内の実施が困難になったことから、

新年度にアンケート調査と計画作成を併せて行うこととするため、委託料１，２６５千

円を減額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・児童措置費において、就学前教育・保育施設整備交付金の国庫基準額が増加したため、

負担金、補助及び交付金５，３９４千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費において、令和４年度新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の精算に伴う返還金として、償還金、利子及び

割引料４，５２４千円を増額補正するものです。 

＜新型コロナワクチン接種対策推進室＞ 

 

・農業委員会費において、農地利用最適化推進委員等の活動、成果、実績に対し交付され

る報酬について、年度末に金額が確定することに伴い、報酬２４１千円を増額補正する

ものです。 

＜まちづくり課＞ 

 

・農地費において、ため池防災対策計画事業について令和６年度当初に劣化状況調査６池、

耐震調査１０池を国に対して予算要求していたところ、国の令和５年度補正予算でため

池劣化状況調査３，０００千円及びため池耐震調査１０２，０００千円が予算措置され

たことに伴い、委託料１０５，０００千円を増額補正するものです。 

＜まちづくり課＞ 

 

・事務局費において、旧育成幼稚園の建物解体撤去を進めるのに先立ち、幼稚園敷地内の

個人名義の土地について高取町名義として整理する必要があることから、寄付行為等に
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よる円満解決を目指していましたが、相手側が承諾しなかったため、時効取得を原因と

する所有権移転登記手続の訴えを提起するため、各費目合計で８６０千円を増額補正す

るものです。 

＜教育委員会＞ 

 

・事務局費において、就学前教育・保育施設整備交付金の国庫基準額が増加したため、負

担金、補助及び交付金１００千円を増額補正するものです。 

＜教育委員会＞ 

 

・基金費において、令和６年度及び令和７年度における臨時財政対策債の元利償還金の一

部を償還するための基金の積立てに要する経費として財源措置され、増額交付されてい

ることに対応し、次年度以降の償還に充てる減債基金に積立てを行うため、積立金１０，

９５７千円を増額補正するものです。 

＜総務課＞ 

 

日程６ 「議第２号 令和５年度高取町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」 

 

  歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                      １，１８８千円 

   （財源内訳）   

繰入金／繰入金             △６７９千円 

保険基盤安定繰入金／保険基盤安定繰入金１，４００千円 

繰越金／繰越金              ４６７千円 

 

   補正後予算総額                  ９４７，１９７千円 

 

《予算委員会》 

 

  ・国民健康保険事業費納付金の一般被保険者医療給付費分、一般被保険者後期高齢者支援金

等分及び介護納付金分に不足が生じたため、負担金、補助及び交付金１，１８８千円を増

額補正するものです。 

＜住民課＞ 

 

日程７ 「議第３号 令和５年度高取町下水道事業特別会計補正予算（第１号）」 
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    繰越明許費 

       下水道事業費／下水道事業費／社会資本総合整備事業 

                                                       ７０，０００千円    

 
《予算委員会》 

 
・立坑箇所の土質が非常に硬く、工法の検討に不測の期間を要し、年度内の事業完了が困

難となったことから、翌年度に繰越をするものです。 

＜事業課＞ 

 

日程８ 「議第４号 令和５年度高取町介護保険特別会計補正予算（第３号）」 

 

  ≪保険事業勘定≫ 

  歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                       ３，８００千円 

   （財源内訳）   

          保険料／介護保険料              ８０４千円 

          国庫支出金／国庫補助金            ８７５千円 

          支払基金交付金／支払基金交付金        ９４５千円 

          県支出金／県補助金              ４３７千円 

          繰入金／一般会計繰入金            ４３９千円 

          諸収入／雑入                 ３００千円 

 

   補正後予算総額                   ９９０，１２６千円 

 

《予算委員会》 

 

・介護予防・生活支援サービス事業費において、介護予防・日常生活支援総合サービス費

用の増加に伴い、負担金、補助及び交付金３，５００千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・介護予防ケアマネジメント事業費において、介護予防ケアマネジメント費用の増加に伴

い、各費目合計で３００千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 
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日程９ 「議第５号 令和６年度高取町一般会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和６年度歳入歳出予算総額      ４，２２５，０００千円 

前年度当初歳入歳出予算総額          ３，８５８，０００千円 

増 減                                ３６７，０００千円    ９．５１％   

 

日程１０ 「議第６号 令和６年度高取町国民健康保険特別会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和６年度歳入歳出予算総額        ８８７，３９６千円 

前年度当初歳入歳出予算総額            ９２４，９２８千円 

増 減                                △３７，５３２千円   △４．０６％   

 

日程１１ 「議第７号 令和６年度高取町介護保険特別会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

（保険事業勘定） 

令和６年度歳入歳出予算総額        ９０３，８８４千円 

前年度当初歳入歳出予算総額            ９３７，１７６千円 

増 減                                △３３，２９２千円   △３．５５％ 

 

（介護サービス事業勘定） 

令和６年度歳入歳出予算総額          ５，５１６千円 

前年度当初歳入歳出予算総額              ５，４５３千円 

増 減                                     ６３千円    １．１６％ 

 

日程１２ 「議第８号 令和６年度高取町学校給食特別会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和６年度歳入歳出予算総額         ２３，０００千円 

前年度当初歳入歳出予算総額             ２３，７７０千円 
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増 減                                   △７７０千円   △３．２４％ 

 

日程１３ 「議第９号 令和６年度高取町後期高齢者医療特別会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和６年度歳入歳出予算総額        １５０，０２６千円 

前年度当初歳入歳出予算総額            １４８，００９千円 

増 減                                  ２，０１７千円    １．３６％ 

 

日程１４ 「議第１０号 令和６年度高取町水道事業会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和６年度予算総額 

収益的支出  ２３１，０９２千円   資本的支出   ６９，１５３千円 

前年度当初予算総額 

収益的支出  ２３０，６９７千円   資本的支出   ７２，３４７千円 

増 減 

収益的支出      ３９５千円   資本的支出   △３，１９４千円 

０．１７％                        △４．４１％ 

 

日程１５ 「議第１１号 令和６年度高取町下水道事業会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和６年度予算総額 

収益的支出  １５６，３７４千円   資本的支出  １６７，７０４千円 

 

日程１６ 「議第１２号 高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例等の一部改正について」 

 

《総務経済建設委員会》 
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・地方自治法の改正及び総務省通知を踏まえ、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給

を行うため、各条例の一部を改正するものです。 

＜総務課＞ 

【改正条例】 

・高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

・高取町現業職員の給与に関する条例 

・高取町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

・高取町職員の育児休業等に関する条例 

 

日程１７ 「議第１３号 高取町国民健康保険税条例の一部改正について」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・令和６年度の国民健康保険県内統一保険税率導入に伴い、県が決定した県内統一保険税

率とするため、条例の一部を改正するものです。 

＜税務課＞ 

 

日程１８ 「議第１４号 高取町手数料徴収条例の一部改正について」 

 

《教育厚生委員会》 

 

・戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第１７号）附則第１条第５号に掲げる規定

の施行に伴い、関連する戸籍関係の各種証明書等の手数料徴収事務について、条例の一

部を改正するものです。 

＜住民課＞ 

 

日程１９ 「議第１５号 高取町介護保険条例の一部改正について」 

 

《教育厚生委員会》 
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・令和６年度から８年度までの各年度における第１号被保険者の保険料率を定めるため、

条例の一部を改正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

日程２０ 「議第１６号 高取町水道事業給水条例の一部改正について」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律に基づき、水道に

関する水質基準の策定その他の水道整備・管理行政であって水質又は衛生に関する事務

については、環境の保全としての公衆衛生の向上及び増進に関する専門的な知見等を活

用する観点から、厚生労働大臣から環境大臣に移管し、水道整備・管理行政であって前

述以外の事務については、社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の

基盤の強化等の観点から、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管することに伴い、文言

修正を行うものです。 

＜事業課＞ 

 

日程２１ 「議第１７号 高取町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、最近における

社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等の損害補償基礎額の引き上げを行うため、条例

の一部を改正するものです。 

＜総務課＞ 

 

日程２２ 「議第１８号 奈良広域水質検査センター組合規約の変更について」 
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 《総務経済建設委員会》 

 

・生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和５年法律第

３６号）の規定により、令和６年４月１日から水道法（昭和３２年法律第１７７号）が

厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されることから、地方自治法第２８６条第

２項の規定により、組合規約の一部を変更することについて、同法第２９０条の規定に

より、議会の議決を求めるものです。 

＜事業課＞ 

 

日程２３ 「議第１９号 訴えの提起について」 

 

《教育厚生委員会》 

 

・旧育成幼稚園の建物解体撤去を進めるに先立ち、町が購入して個人名義のままとなって

いる幼稚園敷地内の土地について、所有権移転登記手続きへの協力を求めていましたが、

相手方が協力せず、所有権を争うため、所有権移転登記手続請求及び所有権確認請求の

訴えを提起するため、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を

求めるものです。 

＜教育委員会＞                           


